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長崎県幼稚園等新規採用教員研修の研修指導員設置要綱 

 

長崎県教育委員会 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（昭和６３年法律第７０号）の規定に基づき実施する幼稚園等

（幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園）の新規採用教員に対する

研修（以下「幼稚園等新規採用教員研修」という）が円滑に実施できるよう県教育委員

会に研修指導員を設置し、併せて、研修指導員の身分その他勤務条件等について必要

な事項を定めることを目的とする。 

 

（委嘱等） 

第２条 研修指導員は、幼稚園等新規採用教員研修の事業を行うにあたって適任と認め

られる者で、各市町教育委員会等が推薦したもののうちから県教育委員会が委嘱する。 

２ 研修指導員の委嘱は、辞令（別記第１号様式）を交付して行うものとする。 

 

（身分及び委嘱期間） 

第３条 研修指導員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する非

常勤の嘱託員とする。 

２ 研修指導員の委嘱期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの間で、教育長が 

必要と認める期間とする。 

 

（業務内容） 

第４条 研修指導員は、必要に応じて研修指導員等会議等において、担当指導主事の説

明等を受けるとともに、当該幼稚園等の長の指導の下に、園内研修の業務に従事する

ものとする。 

 

（配置及び派遣） 

第５条 研修指導員は、関係する市町教育委員会等に配置するものとする。 

２ 研修指導員が配置された市町村教育委員会等は、年間の派遣日を計画し、長崎県幼

稚園等新規採用研修実施細目に示す年間研修計画書（様式１）を提出する。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第６条 研修指導員の報酬の額並びに職務を行うために要する費用の支給方法は、別に

定めるところによる。 

 

（勤務日及び勤務時間） 

第７条 研修指導員の勤務日数は、当該幼稚園あたり年間１０日間までとし、１日の勤

務時間等は７時間とする。 

 

（主管課） 

第８条 研修指導員に関する事務は、県教育センターにおいて処理する。 

 

（雑 則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、研修指導員について必要な事項は別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、平成５年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和４年３月１２日改訂する。 
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別記第１号様式（第２条関係） 

辞    令  

 

 

 

 

 

幼稚園等新規採用教員研修の  

 

研修指導員を委嘱します  

 

 

  報 酬 １時間当たり２，８００円  

 

 

  期 間 令和  年 月 日から  

 

            令和  年 月 日まで  

   

   令和  年 月 日 

長崎県教育委員会  
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長崎県幼稚園等新規採用教員研修の研修指導員設置要綱の取扱いについて 

 

１ 研修指導員指導報告書 

 

(1) 要綱第９条の規定に基づき、「研修指導員指導報告書」を別紙のとおり定める。 

 

(2) 研修指導員は、指導日から７日以内に押印した研修指導員指導報告書及び普通旅

費（請求）書を市町教育委員会等に提出するものとする。市町教育委員会等は、指

導日の翌月１０日までに、所管分を取りまとめて県教育委員会に提出するものとす

る。 

 

２ 支給方法  

 

(1) 要綱第６条の規定の支給方法は、下記のとおりとする。 

・支払いは、原則として１月分をまとめて翌月に支払うこととする。 

・支給内容は、以下のとおりとする。 

ア）報  酬 １時間当たり 2,800 円 

イ）交 通 費  
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別紙 

令和    年    月    日 

長崎県教育委員会教育長  様 

                                            研修指導員              印 

 

研修指導員指導報告書 

 

令和  年度長崎県幼稚園等新規採用教員研修事業による指導内容を下記のとお

り報告します。 

記 

 指 導 日 令和    年    月    日（    曜日）    ／   回目  

勤 務 時 間 
（指導時間）                ７  時間 

幼 稚 園 等 名  

新規採用教員名  

指 導 し た 内 容 
 
１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 
 
６ 

 

 

 


